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はじめに 
 
 
 
本書は、第３５回研究評価委員会において設置された「太陽熱エネルギー活

用型住宅の技術開発」（中間評価）の研究評価委員会分科会（第１回（平成２５

年６月２７日）及び現地調査会（平成２５年６月１４日））において策定した評

価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３２条

の規定に基づき、第３６回研究評価委員会（平成２５年１１月６日）にて、そ

の評価結果について報告するものである。 
 
 
 

平成２５年１１月 
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
研究評価委員会「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」分科会 

（中間評価）  
 

分科会長 秋澤 淳 
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プロジェクト概要 
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技術分野全体での位置づけ 

（分科会資料６―１より抜粋） 
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「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」 

全体の研究開発実施体制 
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「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
太陽熱活用は、冷暖房・給湯需要に対する電力による熱供給を節電し、電力

利用の高度化あるいは節電の観点から重要な技術開発課題である。また現状低

迷している太陽熱利用の活性化に資する事業を行う意義は高い。高性能断熱材

の開発、高性能パッシブ蓄熱建材の開発、戸建住宅用太陽熱活用システムの開

発とも工程通り進んでおり、プロジェクト後半の実住宅の評価の結果に大きな

期待が寄せられる。 
一方、現段階では太陽熱利用システムとエネルギー負荷削減技術とが統合化

されていないが、両者を効果的に組み合わせる方法論の構築を後半の 2 年間の

プロジェクト運営において期待する。また太陽熱利用機器自体の高効率化や従

来の給湯・暖房以外の活用方法、特に夏場の空調・冷房等に資する技術開発の

テーマが現状少ないため、今後、現状普及の伸び悩みとなっている課題に対す

るソリューションとなるようなテーマの誘導と採択も必要であろう。 
 
２）今後に対する提言 
開発成果のマッチングを図り、整合性のとれた太陽熱利用住宅を作ることが

必要である。総合的な太陽熱利用住宅として居住者からみて魅力があり、供給

者からみて事業性があるモデルが提示されることを期待する。併せて設備が過

大にならない方策を示して欲しい。 
またそれぞれ開発中の重要技術の性能・寿命評価を共通化する取り組みを期

待する。国際的に通用する熱・電複合型の高度な再生可能エネルギー利用設備

を備えた住宅等の技術開発に繋がる太陽熱活用についての明確な目標を設定し

た新たなテーマの公募も検討して欲しい。 
 

２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業はエネルギーイノベーションプログラムの趣旨に合致している。また

この分野では、設備メーカーと住宅メーカーの協同が重要であり、その実現の

ために本事業の重要性は高い。住宅は長期的に更新していく過程で普及するの

で、早い段階で技術を開発し、導入に進むことが重要である。NEDO のプロジ
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ェクトとして実施することは、普及を加速する意味で公共性に寄与するものと

考えられる。 
一方、現状で太陽熱温水器等の普及が低調であることを踏まえた課題の分析

がなされたかどうかが不明である。また太陽熱利用に関して中国や欧州におい

て普及し活用が進んでおり、我が国の先進性や独自性などの優位性をどこに見

出すか課題となる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
空調・給湯のエネルギーの一次エネルギー換算で半減という、高い目標を掲

げている。また、住宅の空調・給湯のエネルギーに係わる様々な要素から、エ

ネルギー削減を実現しようとしている点が評価できる。実施者の選考は網羅的

に住宅の構成要素をカバーしており、目標未達の実施者は平成２４年度のステ

ージゲートでスクリーニングされており、マネジメントとして妥当と思われる。 
寒冷地域の暖房・給湯負荷は非常に大きいので、気候の地域区分を考慮した

評価が必要と思われる。住宅の地域的なターゲットは必ずしも明確でない。太

陽熱集熱器本体は概ね現状を前提としており、革新性のある取り組みが見受け

られない点は残念である。また最終省エネ目標値に対する各要素技術が貢献す

る内訳が、不明確である。何をどれだけ行えば、どれだけ削減することが可能

なのか、明確に示す必要がある。 
事業体制に関しては住宅メーカーでの技術開発には限界があり、実用化・事

業化へ向けて今後、建築家・施工者等のユーザーの関与を考慮すべきである。 
また、事業者毎に取り組み、性能・耐久性評価の独自性が大きいため、実施

者間の情報交換の場を設け、全体で共通化、共有化する方が良い。 
 
３）研究開発成果について 
開発目標はいずれも達成見込みであり、成果が出ている。要素技術は他の用

途にも転用できる可能性があり、発展性が期待できる。薄型 VIP（真空断熱材）

は建築現場で広く普及が期待される。今後、施工方法の技術開発と現場での実

証が必要である。また長期性能評価方法の規格化など、是非積極的に取り組ん

でいただきたい。小型の太陽熱利用デシカント空調技術は除湿ニーズが高い日

本には適した技術であり、夏の電力負荷削減にも大きく貢献が期待できる。 
一方、太陽熱利用システムはやや装置的に過大な傾向があり、技術的性能と

事業性の適切なバランスを取ることが求められる。今後、これらのテーマを総

合的に達成したときに太陽熱活用型住宅がどの程度魅力的なものとなるのかを

説明できる要素を目標設定に入れるべきである。 
 



 

9 

４）実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
断熱材や蓄熱材は実用化に近い。性能耐久性確保とコスト低減を継続し、量

産化に向けた企業の取り組みを期待する。また十分性能を発揮するための施工

方法や完成検査方法、施工後の非破壊試験などの確立も将来的に製品が普及拡

大する上で重要である。住宅以外の用途へも積極的に展開して省エネルギーに

貢献してほしい。戸建住宅用太陽熱利用システムは 50%削減目標を達成見込み

であるものの、暖房需要（寒冷地）への対策や、冷房における経済的な競争力

等、実用化に向けた課題の整理が必要である。シンプル化を図るための方策に

ついても今後吟味する必要がある。 
更に、投資した費用を、一般的には 10 年以内に回収できなければ市場には受

け入れがたく、事業性の可否に大きく影響するものであり、開発した要素技術

の費用対効果について検討を十分行うべきである。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.4 

2.0 

1.7 

2.9 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組みについて

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 A A A A A B A
２．研究開発マネジメントについて 1.7 A C D B B B B
３．研究開発成果について 2.0 B B C A C B A
４．実用化・事業化に向けての見通し

および取り組みについて 1.4 B C D B C B B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉  

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当          →C
・見通しが不明        →D

平均値
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「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」（中間評価） 
に係る評価項目・評価基準 

 
１．事業の位置付け・必要性について 
(1)NEDO の事業としての妥当性 
・ 「エネルギーイノベーションプログラム」の目標達成のために寄与している

か。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことによ

り、NEDO の関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較に

おいて十分であるか。 
 
(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 
 
 
２．研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。 
・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定しているか。 
 
(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマごとの配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
 
(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 各研究開発項目において、適切な研究開発実施体制になっており、指揮命令

系統及び責任体制が明確になっているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携や競争が十分に行

われる体制となっているか。 

＜参考＞ 
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(4)研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 
・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。 
・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、ユ

ーザーが関与する体制を構築しているか。 
 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に機

敏かつ適切に対応しているか。 
 
 
 
３．研究開発成果について 
(1)目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待でき

るか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成までの

課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果として評

価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待でき

るか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果につ

いては、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がっている場合

は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 大学又は公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合には、

具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
 
(2)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登録、

品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、又は実用化計画に沿って国

内外に適切に行われているか。 
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(3)成果の普及 
・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われて

いるか。 
・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及して

いるか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 
 
(4)成果の最終目標の達成可能性 
・ 最終目標を達成できる見込みか。 
・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なものか。 
 
４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
 
 
 
 
 
 
(1)成果の実用化・事業化の見通し 
・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になって

いるか。 
・ 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 
・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確保さ

れる見通しはあるか。 
・ 量産化技術が確立される見通しはあるか。 
・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が見 込

めるものとなっているか。 
・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経済

的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 
 
(2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み 
・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確にな

っているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業化す

る製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。 

＊本項目における実用化・事業化の考え方 

・本プロジェクトの目標性能を達成し、当該研究開発に係る試作品、サービス

等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることであり、さらに、当該研

究開発に係る商品、製品、サービス等の販売や利用により、企業活動(売り

上げ等)に貢献すること。 


